
１ はじめに
1-1 研究背景と目的
現在、わが国の学校教育は新学習指導要領の移行期に
ある。教育現場では、小学校は令和２年度、中学校は令
和３年度、高等学校は令和４年度より新学習指導要領を
基にした教育が実施される。この新学習指導要領におけ
る特徴に、「カリキュラム・マネジメント」の重視、また
それによる「社会に開かれた教育課程」の実現が挙げら
れる。「カリキュラム・マネジメント」では、全教科でど
のような資質・能力を育むのか、学校毎に子ども・地域
の実態を踏まえたカリキュラム作成が求められており、
その実現には地域の人的・物的資源を活用し、学校教育

の課題を社会と共有し連携する方向性が示されている。
また今回の改訂で新時代に必要となる資質・能力として、
「学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・
人間性等の涵養」「生きて働く知識・技能の習得」「未知
の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成」
が新たに掲げられた1),2)。これらの資質・能力を育むた
めにも、地域などの外部リソースの活用や教科横断的な
学習がより重要となっていることがうかがえる。
以上より本研究では、各教科間の橋渡しとなるテーマ
として「地域」に注目し、現在開発途上にある「カリキュ
ラム・マネジメント」の視点も踏まえた「地域」に関す
る学習プランの構想に示唆を得ることを目的とする。
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学習指導要領改訂により新たに注目されていることに、子どもや地域の実態を踏まえて学校毎に「カリキュラム・マネ
ジメント」を行うことや、地域の人的・物的資源を活用し学校外の協力も得ながら教育的課題を解決していく「社会に開
かれた教育課程」を具体的にどのように果たすのかということがある。そこで本研究は「地域」に焦点をあて、平成29年
に告示された小学校新学習指導要領とその解説を対象に、「地域」に関する学習が各教科等でどのように提示されているの
かを探り、学校教育全体で地域学習がどのように行われうるかその可能性を考察した。まず「地域」の用語について量的
調査を行ったところ、最も多く触れられていたのは「社会」であり、この結果は前回の学習指導要領も同様であった。掲
載箇所に注目すると、「第１ 目標」「第２ 各学年の目標及び内容」「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」に分かれて
おり、発達段階別にみると低学年では「生活」、中学年では「社会」、高学年では「家庭」「社会」に集中してみられた。具
体的な内容としては、「第１ 目標」には「社会」「生活」の記載がみられ、知識学習と心情・態度に関する学習の両面が
みられた。「第２ 各学年の目標及び内容」においても、知識と心情に関する学習がみられたが、内容の扱い方によっては
単なる知識の習得で終わらないものもあり、提示のされ方によっては主体的に「地域」に関わる学習の展開可能性がうか
がえた。また身近な地域から他地域へという空間軸が広がっていく学習や、過去・現在・未来の時間軸を意識させる学習
といった視点も含んでいた。「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」には、学習者が実態を把握する対象としての「地域」
や、実際に関わる実践の場としての「地域」の他に、地域にある施設や人材等を活用する連携対象としても示されており、
地域資源を活用した「地域教材の開発」が推奨されている状況がうかがえた。しかし、そのように「地域教材」を実践者
が用意するだけでなく、学習者も発掘していくような「地域」との関わり方が重要であり、また常に「学習者にとっての
地域」とは何かが問われながら全教科・全発達段階を通じて「地域」に関する学習プログラムが組まれていく必要がある
ことを導き出した。

キーワード：新学習指導要領，地域，カリキュラム・マネジメント，教科横断的学習，小学校
Keywords：New Course of Study，Region，Curriculum Management，Cross-Curricula Study，Elementary School

＊兵庫教育大学大学院人間発達教育専攻教育コミュニケーションコース 教授
＊＊兵庫教育大学大学院人間発達教育専攻教育コミュニケーションコース 教授 平成●年●月●日受理



1-2 研究対象と方法
本研究ではまず、文部科学省が提示している小学校の
新学習指導要領とその解説を用いて3)、「地域」という用
語がどの教科等に掲載されているのかを量的に探る。次
に学習指導要領の範囲内で「地域」の用語がどのように
提示されているのか質的な分析を行う。なお解説は、付
録のある後記部分を除いた範囲を対象とする。また、学
習指導要領、および解説で言及されている「地域」に関
する事柄の中で、具体的な学習を構想する際に重要だと
考えられる「地域教材」の活用に関する検討を行う。以
上を踏まえて「地域」に関する学習のあり方について考
察していく。
1-3 先行研究と本研究の意義
「地域」に関する学習は、これまで主に小学校中学年
の社会科を中心に行われてきたが、他教科においても実
施されている現状がある4),5),6)。
また近年では、「カリキュラム・マネジメント」の視点
も踏まえた「地域」に関する実践事例が報告されている。
たとえば蜂須賀（2018）7)では、愛知県西尾市立荻原小学
校において小学校６年生を対象として、旧吉良町の名所
間の移動の道のりや速さなどを学習する「算数」を中核
としつつ、「総合的な学習の時間」に、その地域の名所を
調べるという実践が報告されている。この例のように、
特に小学校においては専科以外の教科等は担任が指導す
ることが多いため、中・高等学校に比べて横断的な地域
学習が行われやすいことが想定される。しかしながら各
教科等で「地域」がどのように取り上げられているのか
を総括するような資料はまだ存在しない。
本研究は横断的な「地域」に関する学習のあり方を探
るため、各教科等に「地域」の用語がどのように提示さ
れているのかをみていくが、これと同様に学習指導要領
の「地域」に注目した研究には、花輪・西垣（2014）8), 9)

がある。この論考では、昭和30年代から平成20年までの
幼稚園・小学校・中学校・高等学校の学習指導要領を対
象に、「地域」と「郷土」の用語が各教科等でどのように
用いられてきたのかを調査している。これによると社会
科では「昭和30年代から昭和40年代にかけて、曖昧と危
惧された「郷土」の用語が、客観的とされた「地域」の
用語に置き換わった」動きがあったが、全ての「郷土」
が置換したわけではなかったことや、「郷土」という語が
「主体性を表現する教科と親和性」を持ち続けたこと、さ
らに教育対象として明解な「人物」や「工芸」などの具
体的な物や文化を示す「郷土」は、「先人達によって了解
されてきた「これが郷土である」という（中略＝稿者）
「名づけられた郷土」を知る学習」であったことが指摘さ
れている。また花輪・西垣は課題として、何を「郷土」
として獲得するかは「人によって異なるため、昭和40年
代に残存したような「名づけられた郷土」を提供するだ

けでは限界がある」ことから、「子ども自身が感じ取る「名
づける郷土」にも注目していく必要がある」ことを挙げ
ている。しかしながら当然、この論考には平成29年版の
学習指導要領の記述はない。また、新しい学習指導要領
を対象とした「地域」の用語に関する研究には中島
（2017）10)がある。中島は新学習指導要領の「総則」にお
ける「地域」の記述を概観した際、「学校から地域へのア
プローチ」「児童の学びのリソース」「児童の地域との交
流」という３つの位置づけがなされていると指摘し、そ
れらの観点から「道徳」「総合的な学習の時間」「特別活
動」の学習指導要領における「地域」の位置づけを検討
している。ただ、各教科等を含めた考察には至っていな
い。昭和の時代になされた「郷土」から「地域」への転
換より60年程経つ現代において「地域」に着目し続ける
意義は大きく、教科横断的な視点を求める今回の新学習
指導要領を手がかりに「地域」の学習のあり方を探るこ
とは、「子ども自身が感じ取り、これが郷土であると名づ
ける」ような「名づける地域」としての新たな学習像を
探ることに繋がると考えられる。
以上より本研究では、平成29年に告示された小学校の
新学習指導要領を対象として「地域」に関する学習が全
教科等を通じてどのように展開可能であるのか、またそ
の際に子ども自身が「これが郷土」と感じ取れるような
地域の学習をどのように配慮できるのか、その糸口を
探っていく。なおその際に、学校教育において「地域」
の用語は「郷土」から転換した歴史があることを踏まえ、
新学習指導要領におけるその後の「郷土」の用語の実態
も量的調査のみではあるが確認しておくこととする。

２ 新学習指導要領にみる「地域」
2-1 新学習指導要領と解説にみる「地域」と「郷土」の
用語出現数
平成29年に告示された小学校の新学習指導要領とその
解説より、「地域」と「郷土」の語がどの教科等で示され
ているのかを探るため、まずは用語の出現数を明らかに
した。その結果を示したものが表１である。
2-1-1 「地域」の語について
「地域」の用語は、「社会」62ヶ所と圧倒的に多く提示
されており、続いて「家庭」11ヶ所、「生活」９ヶ所と、
これらの教科に多く存在していることが分かった。また
解説の方も、「社会」585ヶ所、「生活」187ヶ所、「家庭」
174ヶ所と、同様の教科で多く提示されている。学習指
導要領に「地域」の用語が掲載されていない教科等には、
「国語」と「算数」があった。しかしこれらの教科は、解
説の方で「地域」の用語の出現がみられる。したがって
学習指導要領レベルでは「地域」の用語が出現していな
くとも、解説において「地域」に関する何らかの配慮や
指示が行われている可能性がうかがえる。これについて
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は次項でさらに分析していく。

2-1-2 「郷土」の語について
「地域」の用語に比べて「郷土」は、圧倒的に出現数
が少ない。学習指導要領で「郷土」が出現する教科等は、
「音楽」と「特別の教科 道徳」のみである。前回の学習
指導要領においても「地域」より「郷土」の用語の方が
量的に少ないことは花輪・西垣（2014）の調査において
明らかになっており、今回も同様の傾向にあるといえる。

また上記2-1-1の分析状況と同様に、「郷土」の用語が
学習指導要領では触れられていないが、解説において触

れられている教科等には、「国語」「社会」「体育」がみら
れた。かつて郷土学習は「社会」を中心に行われており、
その後、郷土学習から地域学習へと転換した状況がある
ことを踏まえると、今回の学習指導要領においても「郷
土」の用語は「社会」の中から姿を消しているようにみ
える。しかし解説レベルでは「郷土」の用語が出現して
いる教科等もある。
次項では、学習指導要領に用語が出現している教科と、
学習指導要領にはみられないが解説で用語が出現してい
る教科に焦点をあて、その実態をみていく。なお本稿で
は紙面の関係上、「郷土」については稿を改めての分析と
し、「地域」に注目した分析を行っていく。
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表１ 新学習指導要領と解説にみる「地域」と「郷土」の用語出現数 表２ 発達段階毎にみる新学習指導要領の「地域」の用語出現数

表３「第１目標」における「地域」の掲載内容



2-2 新学習指導要領にみる「地域」の掲載内容
2-2-1 発達段階毎にみる「地域」の用語
表１より学習指導要領に「地域」の用語が出現してい
た教科等は、「社会」「理科」「生活」「音楽」「図画工作」
「家庭」「体育」「外国語」「特別の教科 道徳」「総合的な学
習の時間」「特別活動」「外国語活動」であったが、どの
学年で示されているのかをまとめたものが表２である。
各教科等の掲載箇所に注目すると、「第１ 目標」「第２
各学年の目標及び内容」「第３ 指導計画の作成と内容
の取扱い」に分かれており、具体的な学年の提示があっ
たものについてのみ表２の各学年の箇所に掲載し、そう
でないものについては表２の全学年の箇所に分類した。
低学年では特に「生活」、中学年では特に「社会」、高
学年では「家庭」「社会」に集中してみられることが明ら
かになった。また低学年から高学年を通じて「地域」が
提示されている教科として「体育」があげられるが、量
的には少ない。では具体的にどのような記載内容がみら
れるのか、学習指導要領にある「第１ 目標」「第２ 各
学年の目標及び内容」「第３ 指導計画の作成と内容の
取扱い」の項目毎にみていく。
2-2-2 「第１ 目標」の掲載教科等とその内容
「第１ 目標」で「地域」の用語が出現しているのは、

「社会」、「家庭」の２教科であった。「社会」は小学校中
学年以降で、「家庭」は小学校高学年で学習する教科であ
るが、「第１ 目標」に「地域」の用語が登場している状
況は平成20年版の学習指導要領にはみられなかった11)。
新しい学習指導要領では特に「社会に開かれた教育課程」
の実現を目指そうとする姿勢が重視されているが、それ
が各教科等の「地域」への言及として表れていることが
うかがえる。
それぞれの教科の出現箇所をみると、地域の「地理的
環境」、「歴史や伝統と文化」という知識獲得の面（社会）
に加え、「地域の人々との関わり」を考えたり（家庭）、
「地域社会に対する誇りと愛情」、「地域社会の一員とし
ての自覚」を養ったり（社会）するという、学習者自身
の学習後の生き方が問われるような心情や態度形成の側
面が記載されている。これら知識、心情、態度といった
側面から、「地域」に関わらせようとする意図が、学習指
導要領の目標の中にみられるといえる。
2-2-3「第２ 各学年の目標及び内容」の掲載教科等とそ
の内容
「第２ 各学年の目標及び内容」には、「１目標」「２
内容」「３内容の取扱い」が記されている。先にみた「第
１ 目標」は全学年を通じた目標であるが、この「１目
標」は各学年の目標として提示されているものである。
この中で「地域」の用語は、「１目標」部分には「社会」
「生活」、「２内容」部分には「社会」「生活」「家庭」「体
育」「外国語」「特別活動」「外国語活動」、「３内容の取扱

い」部分には「社会」「家庭」「体育」「総合的な学習の時
間」「特別活動」にみられた。これらの項目毎にまとめた
ものが表４である。
「１目標」をみると「社会」では第３学年において、
身近な地域や市区町村の「安全」「産業」「様子の移り変
わり」を対象に学習し、第４学年では都道府県にまで範
囲を広げた「地域」を対象に、「人々の健康」「自然災害
からの安全を守る活動」「伝統文化」「地域発展に尽くし
た先人」について知識的な学習が目指され、また両学年
ともに、地域社会への「誇りと愛情」「一員としての自覚」
といった心情・態度を養うことが、学年の教科目標とし
て掲げられている。「生活」は第１・２学年において、地
域の「生活に関わる」ことで、身近な人々や社会、自然
との関わりを考え、それにより「地域」への「愛着」を
もち、「集団や社会の一員として安全で適切な行動」がと
れるようになることが目指されている。
「２内容」をみると、「社会」の第３・４学年は、上記
の「１目標」とほぼ内容が重なっており、第５学年では、
地域の「自然」「工業」「公害」が学習対象となっている。
「地域」の範囲については、第３学年で「身近な地域」、
第４学年で「県内の特色ある地域」、第５学年で「我が国」
の範囲で「地域」を捉えるといったように、空間の広が
りがみられる。「生活」においても、上記の「１目標」と
ほぼ内容が重なっており、第１・２学年で、「地域」の「場
所」「人」について知り、親しみや愛着をもつことや、「地
域」の「出来事」を身近な人々と伝え合う活動について
示されており、知識というよりも「地域」に感覚的に触
れ合うことで心情・態度を学習させることが軸になって
いることがうかがえる。「家庭」では第５・６学年におい
て、家庭生活と「地域」の「人々」との関わりや協力に
ついて理解することが記されている。「体育」では第５・
６学年において、「地域」の「保健」活動への理解が述べ
られている。教科としての第５・６学年の「外国語」は
身近で簡単な事柄を話す際に「地域に関すること」が対
象となっており、教科外の第３・４学年の「外国語活動」
においても言語の使用場面として、児童の身近な暮らし
に関わる「地域の行事」が取り上げられている。「特別活
動」は全学年において、クラブの成果を地域の人々に発
表する機会として示されている。
「３内容の取扱い」をみると、「社会」の第３・４・５
学年は「２内容」の補足として、地域の「起こりうる災
害の想定」「地域や自分自身の安全を守るために自分達
にできること」「地域の伝統や文化の保存や継承に関わっ
て、自分たちにできること」など過去・未来といった「地
域」の時間軸に学習者自身を重ねていくような学習方法
が示されている。また「１目標」「２内容」には登場しな
かった第６学年については政治との関連で「地域の開発
や活性化」を取り上げることが記されている。「家庭」で
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表４ 「第２ 各学年の目標及び内容」における「地域」の掲載内容
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表５ 「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」における「地域」の掲載内容



は日常生活の問題を「健康・快適・安全、持続可能」の
視点から家族や地域の人々と協力しあって解決していく
よう指示されており、現在の自分自身が生活の中でどの
ように「地域」と繋がっていくのかが問われる内容となっ
ている。「体育」は地域の実態に応じて「歌や運動を伴う
伝承遊び」「自然の中での運動遊び」「フォークダンス」
「リズムダンス」の指導が可能であることが提示されて
おり、学校が所属する地域の文化資源・自然資源が色濃
く反映されやすい指導内容がうかがえる。「総合的な学
習の時間」は、探究課題の設定において「地域の人々の
暮らし」や「伝統と文化など地域や学校の特色に応じた
課題」を意識するよう述べられている。「特別活動」は、
学級活動や学校行事において「地域における学習」や地
域の実態に応じた学習活動の展開が示されている。
以上より「第２ 各学年の目標及び内容」にみられる

「地域」は、知識的な理解、心情・態度の養成といった学
習の方向性の他に、「地域」の時間軸・空間軸を意識させ
るような指示が各教科にみられた。また空間軸について
は、発達段階毎に、身近な「地域」である市町村から都
道府県、国へとその範囲が広がりながら「地域」を理解
させており、「社会」だけに注目してこの広がりをみると、
発達段階を経るにつれて「身近な地域」を扱わなくなる
ようにみえる。しかし他教科も合わせてこの空間軸を分
析すると、低学年の「生活」、中学年の「社会」、高学年
の「家庭」において、常に学習範囲となっていることが
分かる。したがって扱われる教科は変化しながらも、小
学校全学年を通じて学習者にとって「身近とされる地域」
を学び続けていることがうかがえる。しかし各教科の特
性によって、どのように「身近な地域」を学ぶのかは異
なってくる。また何をもって「身近な」地域であるのか
についても、物理的な距離としての「身近さ」や、関係
性による心理的な距離としての「身近さ」など様々な基
準が考えられる。
2-2-4「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」の掲載教
科等とその内容
「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」の掲載は、
学習指導要領に「地域」の用語が出現している「社会」
「生活」「音楽」「図画工作」「家庭」「体育」「外国語」「道
徳」「総合的な学習の時間」「特別活動」「外国語活動」の
全てにおいて確認ができた。ここではどのように「地域」
が示されているのかを探った。
「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」において「地
域」は、連携（家庭、特別活動）を行うべき対象である
とともに、学習者が関わりを把握できるようにする（生
活）もので、学習内容の実践の場として「地域」を捉え
る（家庭）方向性が読み取れる。また、地域の実態を把
握（家庭）するだけにとどまらず、それに応じた学習内
容の柔軟な設定（社会、家庭、音楽、体育、図画工作、

道徳、特別活動、道徳、総合的な学習の時間）が求めら
れている。地域の施設や人材等を活用すること（社会、
図画工作、外国語活動・外国語、特別活動、総合的な学
習の時間）はその具体的な方策と捉えることができる。
さらにこの「地域」のリソースの活用に関しては、「地域
教材の開発」も推奨されている（道徳、総合的な学習の
時間）。

３ 新学習指導要領の解説にみる「地域」
ここまで学習指導要領の本文中に「地域」が出現する
教科の記述内容を検討してきたが、本節では学習指導要
領の解説にも注目していく。解説では学習指導要領には
記載しきれない詳細の指示がなされるが、本研究の調べ
によれば表１で確認したように、学習指導要領に「地域」
の語が出現しないにも関わらず、解説のみに提示されて
いる教科があることが明らかになった（国語、算数）。こ
れらは教科目標として直接「地域」に関する学習を想定
しないが、方法として「地域」が活用されていく際の具
体像をうかがい知ることができると考えられる。そこで
次項では、主にそれらの教科が示す「地域」とはどのよ
うなものを想定しているのかを検討していく。
3-1 「国語」解説にあらわれる「地域」
まず「国語」の学習指導要領解説にあらわれる「地域」
について検討する。ここでは、「思考力，判断力，表現力
等」の中の「話すこと・聞くこと」の領域、および「書
くこと」の領域において、「話題の設定，情報の収集，内
容の検討」として「地域」への関わりを活用しようとす
る意図がみられる。たとえば表６に示した学習指導要領
解説の記述からもうかがえる。
これらは、「地域」そのものへの認識を深めることを直
接の目的としているものではなく、あくまで表現能力の
育成を目的としているものである。そして、そのための
題材として「地域」に関するものが位置づけられている
のである。このような「地域」の位置づけは、平成20年
版学習指導要領においても見られたものであった12)。
これらの事例においては、「地域」は学習内容そのもので
はなく、学習内容を設定するための素材がある場として
設定されているといえる。つまりこのことが示唆するの
は、「国語」においては「地域」との関連は学習内容自体
ではないため、学習指導要領には登場してこないという
ことである。
3-2 「算数」解説にあらわれる「地域」
次に「算数」について、学習指導要領解説では「目標」
の解説箇所から「地域」に言及されている。「算数で学ん
だことを生活や学習に活用しようとする態度」に関して、
この「生活」という語の内実に、「地域社会での生活」が
含まれることに言及した解説である。ここでは、学習し
た成果を発揮する場、または学習内容を習得する過程の
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一部を担うことを期待されている場として「地域」が捉
えられているといえる13)。またこのことは、学習者の主
体的な「地域」への関わりを求めていることがうかがえ
る。
「第２ 各学年の目標及び内容」に目を移したとき、
その性格はより具体的に示されている。「算数」では第
３学年の「イ 思考力・判断力・表現力等（ア）数のま
とまりに着目し，大きな数の比べ方や表し方を考え，日
常生活に生かすこと」の「日常生活に生かすこと」とし
て、「第３学年では社会科の学習も始まり，地域のことを
調べていく過程で見付けることのできる数について，そ
の大きさをつかんだり読んだりすることで，学習を生か
していく。」という内容が示されている。また、第６学年
の「ア 知識及び技能（ア）代表値の意味や求め方」に
関する箇所でも、「ドットプロット」の例として「学級内
で地域の空き缶拾いの缶の数を調べてまとめた」ものが
示されており、これも地域社会で生活との関わりにおい
て数を意識させるものといえる。

４ 具体的な学習設計に向けた「地域教材」の活用
のあり方
前節では小学校学習指導要領の本文中には「地域」の
語が出現しないが、解説のレベルでは提示されている教
科「国語」「算数」の学習指導要領解説を取り上げて検討
を行った。この中では、学習内容の習得過程の一部とし
て、「地域」で学習内容を活用するということが想定され
ていることや、学習内容を設定する際の題材として「地
域」が想定されていることを明らかにした。これらは、
目標として「地域」を設定するのではなく、方法として
「地域」を用いる学習といえる。
さて、このような立場に立って、より具体的な学習像
を想定するときに重要となるのが、「地域教材」の活用で
ある。「カリキュラム・マネジメント」の観点において地

域リソースの活用が訴えられていることから、学習指導
要領において「地域教材」の活用には肯定的な記述がみ
られる。しかしながら、ただ単に「地域教材」を使えば
良いということではないと考えられる。つまり、いかに
「活用」すべきなのかを検討する必要がある。そこで本
節では、学習指導要領解説中の「地域教材」に関する箇
所を整理しつつ、学習を具体的に設計する際に考慮すべ
き「地域教材」の活用のあり方について検討する。
4-1 学習指導要領解説における「地域教材」
「地域教材」に関する記述は、複数の教科等の学習指
導要領解説に登場する14)。先にも示した通り、学習指導
要領の本文中に「地域教材」または「地域の教材」とい
う文言が出現するのは、「道徳」、「総合的な学習の時間」
である。それぞれの学習指導要領解説の該当箇所に、他
教科の解説で「地域教材」の文言が登場する「社会」、「理
科」の「指導計画の作成と内容の取扱い」に関する箇所
も加え、表７に示す。これらの引用箇所からは、身近な
「地域」のもの・ことに親しむことが、教科のねらいを達
成する際に有効に機能するという見方がうかがえる。
また、「地域教材」という文言自体は登場しないが、先
に確認した「国語」でも地域の素材を教材とすることを
推奨している箇所が見受けられる。それは「各学年の内
容」の「我が国の言語文化に関する事項」において、使
用されるべきとされる教材に関する言及の中にある。表
８は、その記述を整理したものである。
これらを教材として使用することを推奨する議論から
は、学習者が生活している「地域」の言語文化に触れる
ことで、我が国の言語文化に親しむことができるという
価値観が窺える。このような価値観は、平成20年版学習
指導要領解説においてもあらわれていたが、教材の例の
中で「地域」に言及した数は増加している15)。これは「地
域」重視の性格をより強く打ち出そうとするものと解釈
することができる。
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表６ 「国語」「話すこと・聞くこと」「書くこと」領域の解説における「地域」に関する記述



ただ、これら「地域教材」を用いた学習の達成は、既
存の教科書教材の使用のみでは不可能といえる。国語科
を例にすれば、府川（2005)16)は現在の検定教科書につ
いて、「掲載されている教材は、全国版の教材でしかない。
地域の言語文化に目を向けるような仕上がりにはなって
いない」と述べている。つまり、全国共通版である教科
書教材は、「地域」の色を打ち出すのが難しいのである。
この状況に対する課題意識は、古くから存在した17)。特
に昭和初期に展開された郷土教育論の中では、この視点
から各地域・学校単位での「郷土読本」の編纂が盛んに
行われた。現代においても「地域」を重視するという思
潮の存在は、その当時と同様に実践者による教材開発、
そして学習材化の必要性を示唆するのである。

4-2 「地域教材」活用のあり方
しかしながら、実践者による教材開発、学習材化のみ
では十分なものとはいえない。その理由を、先と同様に
国語科の歴史的な視点から考えると、戦後初期の国定国
語教科書の作成を中心的に行った石森延男が戦前、旧満
洲国で『満洲補充読本』という満洲独自の教科書を編纂
し、在留邦人向けの国語教育の地方化、郷土化を目指し
た際の事例を挙げることができる。『滿洲補充読本』に
対して現地国語教育関係者から好意的な声が多く寄せら
れるなかで、それに対する課題意識を持った者も存在し
た。その課題意識の一つに、奉天千代田小學校國語部
（1934）18)が示した「この地に育つた、この地の兒童の見
た滿洲色だらうか」というものがある。すなわち、実践
者がいくら地域教材を開発したとしても、それは学習者
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表７ 解説中の「地域教材」への言及箇所

表８ 国語「我が国の言語文化に関する事項」の教材に関する指示



の捉える「地域」と距離のあるものになってはいないか
という危惧である。この事例は、なにも当時の旧満洲国
のみに通じることではないと考えられる。この点におい
て、実践者による教材開発、学習材化には限界がある。
それでは、どのようにすれば学習者の捉える「地域」と
「地域教材」にあらわれる「地域」の間の距離を少なくす
ることができるのであろうか。その答えの一つが、たと
えば学習者に「これこそが自分の考える、地域の性質・
特質が表れた教材である」といえるものを発掘させるよ
うな、学習者に主体的な地域への関わりを持たせること
だと考えられる。つまり、実践者が用意した「地域」像
があらわれた教材を提示することとともに、学習者自身
によって、「地域」像があらわれた教材を発掘できるよう
な場が設定されることが肝要であるといえる。

５ 考察及びまとめ
本研究は「カリキュラム・マネジメント」の考え方を
踏まえつつ、全教科を通じて子どもや地域の実態に応じ
た「地域」に関する学習のあり方を探った。学習指導要
領を対象とした調査の結果、「地域」に関する用語は、低
学年で「生活」、中学年で「社会」、高学年で「家庭」「社
会」に集中してみられた。またそこで学習する「地域」
とは、市区町村、都道府県、国といった空間レベルの差
異があり、また過去・現在・未来といった時間レベルの
差異もみられた。そして「地域」との親密性を育もうと
する指示もみられた。さらに地域の実態（人、自然、歴
史、文化、伝統など）の知識的理解や、学習者自身が「地
域」との関係性を築く中で心情を育む学習など、地域自
体を知らせようとする「目的概念」としての学習が各教
科に点在してみられた。また人や場所やモノなどの地域
資源の活用にみられるように、地域を知ること自体を直
接の学習目標としているわけではないが、「地域」を活用
しながら各教科の目標を達成しようとする「方法概念」
としての学習も混在していることがうかがえた。山口
（2002）19)によれば、両概念は社会科の地域学習におい
ても混在しており、どちらが重視されるかは時代によっ
て変わるとされている。
近年注目されている「カリキュラム・マネジメント」
においても、地域資源の活用や地域連携といったように
「方法概念」としての「地域」に関する学習の方向性がう
かがえる。しかし「そういうものがあるのか」といった

ような客観的事実の学習だけでは、自分には関係のない
こととしてとどまってしまう。今回の新学習指導要領が
目指すところの一つにもある「学びを人生や社会に生か
そうとする学びに向かう力・人間性等の涵養」という軸
は、全教科を通して学習者が「地域」と関係性を結んで
いく「目的概念」としての展開可能性が潜んでいるとい
える。したがって「カリキュラム・マネジメント」にお
いては、単に地域資源を活用して各教科の目標を達成し
ようとするだけでなく、何のために「地域」を活用して
いくのかが、今以上に問われていくことが必要である。
それは生育地で一生を過ごすことが多かったかつての日
本社会とは違い、現代社会はどの場所に住んだとしても、
自分自身が「地域」との関係性をつくりだし、その住ん
だ「地域」に頼り頼られながら暮らすとともに、「ふるさ
と納税」や「関係人口」20)にみられるような、自分が生
活する空間ではない「地域」についても関係性を築いて
いく力が必要とされている。このようなライフスタイル
の中で、何のために「地域」の学習が行われるのか、人
と「地域」の結びつきはどうあるべきなのか、教師だけ
でなく、個々の学習者も共に考えていけるような「地域」
の学習が求められているのではないだろうか。
以上を踏まえると、４節で検討したように、授業設計
者である教師のみが地域教材を開発していくだけでな
く、教材選定の主導権が学習者にも委ねられるような柔
軟な授業づくりが望まれる。この視点は、先行研究にみ
られたように、「郷土」の学習において「子ども自身が感
じ取り、これが郷土であると名づける」視点の余地、つ
まりは郷土への心情が育まれやすいような状況を残して
おくことと重なるものがある。「地域」の学習において
も同様に、既に先人によって「名づけられた」、不動であ
るような地域の事実が、学習者自身とどのように結ばれ
ていくのか、学習者が「名づける地域」が構築されてい
くことの必要性がみえてくる。それは自分次第で「地域」
と結びつきを深めていくことでもあり、「心理的距離」と
も表現できる。これは今までの地域学習でも提示されて
きた、発達段階とともに学習する空間範囲が広がるよう
な同心円拡大理論に基づいた物理的距離とは異なる「距
離」である。つまり地域との関係性を直接結ぶ主体であ
る学習者本人が、どの程度心理的な「距離」を縮め「親
しみがある地域」にできるのか、これが「地域」に関す
る学習の現代的課題の本質であると考えられる。
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表９ 現代において学習対象と想定しうる多彩な「地域」



したがって「地域」に関する学習は、地域の実態を把
握するだけにとどまらない、その人の生の充実に向けて
土地と繋がっていくような21)プログラムが各教科で展
開される必要がある。また新学習指導要領にもみられた
ような A.過去・B.現在・C.未来といった①時間軸の学習
や、a.市区町村・b.都道府県・c.国内といった「物理的距
離」としての②空間軸に加え、α.親しみ・β.疎遠・γ.忌
避といった「心理的距離」としての②空間軸の存在も意
識されながら、各教科の特性を生かした横断的学習が行
われることが望ましいのではないだろうか。そしてその
際には表９のような指標が、多彩な「地域」の学習対象
をカリキュラムとして計画的に扱っていく際のヒントと
なるだろう。
最後に、子どもや地域の実態に応じた「地域」の学習
においては、常に学習者が存在している「いま」「ここ」
を振り返り「自分ごと」として学べる学習が展開されて
いくことが理想といえる。しかし生育環境としての「い
ま」「ここ」の場所に「親しみ」を抱きにくい、または「忌
避的」なネガティブ感情が生み出される場合も想定され
る。上記の問題がどのように配慮されていくのかは今後
の課題といえるが、「学習者にとっての地域」とは何かが
常に問われながら「地域」の学習プログラムが全教科・
全発達段階を通じて組まれていくことは、今後人々が世
界中のどこに住んだとしても「いま」「ここ」を大事にし
ながら暮らしていくための礎を築いていくことになるの
ではないだろうか。
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